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国の地方財政対策の一環として、平成19年度から平成21年度の３年間に限
り、５％以上の高い利率で借りた地方債の繰上償還（返済の前倒し）につい
て、通常発生する補償金（違約金）が免除される特例制度が創設されました。
この制度を活用すると、繰上償還や現在の低い利率へ借り換えを行うこと
で、毎年支払う公債費の負担を軽減することができます。
町では、財政健全化と将来負担の軽減を目的として、この制度を活用する
こととし、普通会計および下水道事業会計について、財政健全化計画および
公営企業経営健全化計画を策定し、平成19年12月22日付けで総務大臣および
財務大臣から承認されましたので、公表いたします。

※通常、公的資金を償還期限に繰上償還する場合、補償金を支払うこととされていま
すが、公的資金補償金免除繰上償還では、抜本的な行政改革・事務事業の見直しを行
うなどの経営改革の実践を前提としてこの補償金が免除されます。

繰上償還額

普通会計（５％以上） 約１億21万円

下水道事業会計（５％以上） 約１億2,279万円

合 計 約２億2,300万円

効果額（利子・補償金軽減額）

普通会計（５％以上） 約2,600万円
（うち補償金840万円）

下水道事業会計（５％以上） 約5,800万円
（うち補償金2,200万円）

合 計 約8,400万円
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財政健全化計画の概要（普通会計）

【計画期間】
平成19年度から平成23年度（５か年）

【基本方針】
歳入については、新たな使用料の設定、児童館使用料等の見直し、遊休地等未利用財産
の売り払い、公共料金の適正化に努める。歳出については、組織・機構の見直しによる人
件費削減および事務事業の見直し、維持管理費の見直しによる削減を図る。

【財政健全化における主な課題と取り組みおよび目標】

課 題 取り組みおよび目標

①職員数の純減や人件費の総額
の削減

これまでも、国家公務員の給与構造改革を踏ま
えた給与構造の見直しを実施し、不適正な特殊勤
務手当の廃止などに取り組んできた。今後は、簡
素で効率的な組織と職員定数の適正化を目指し、
今後の事務執行上最小限と考えられる数値目標と
する。目標達成のため、組織機構の再編を中心に
捉え、削減の聖域を設けずに幅広い削減を図り、
小規模な課の統廃合を断行する。

②公債費負担の健全化 投資的事業の縮減を進めながら、新たな町債発
行を抑制し、公債費（※１）の削減を図る。

③公営企業会計に対する基準外
繰出しの解消

病院事業および水道事業については、今のとこ
ろ基準外繰出金はなく、今後も継続する。下水道
事業（公共下水道、農業集落排水）については、
未整備の地区があり平成32年まで整備が進められ
る予定で、料金収入だけでは賄えないため基準外
繰出（※２）を行っているが、平成17年度から資
本費平準化債（※３）の発行、平成19年度から適
正な料金体系の見直しおよび使用料の段階的引き
上げなどにより、独立採算ができるよう基準外繰
出金の解消に努める。

④行政管理経費 これまでも施設などの維持費の見直し、内部管
理経費の見直しにより削減を行っているが、すべ
ての事務事業について、行政効率と住民サービス
向上の視点に立ち、総点検のうえ徹底した見直し
を進め、さらなる行政コストの削減を図る。

財政健全化計画等を公表します
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◎広報つるた
有料広告募集のお知らせ
町では広報つるたに有料広告の掲載をしています。毎
月の発行部数は約5,000部で、全町に配布され多くの
町民の方が目にします。広告を掲載したい企業・団体は、
役場企画課までご連絡ください。

企画課 広報国際係 蕁22－2111 内線264

●広告の規格・掲載料
◎広告１号 １万円（縦40㎜×横85㎜）
◎広告２号 ２万円（縦40㎜×横180㎜）
●申し込み期限
掲載したい月の前々月の末日までに、申請書に広告
原稿を添えてお申し込みください。申請後は広報紙広
告掲載審査会で広報発行規則に従い掲載の可否を決定
します。

課題 項 目

目 標

計画合計
平成19年度
（計画初年度）

平成20年度
（計画第２年度）

平成21年度
（計画第３年度）

平成22年度
（計画第４年度）

平成23年度
（計画第５年度）

職員数 117 114 114 114 114

増減数 -５ -３ ０ ０ ０

うち一般行政職員数 94 93 93 93 93

増減数 -４ ０ ０ ０ ０

うち教育職員数 １ １ １ １ １

増減数 ０ ０ ０ ０ ０

うち技能労務職員数 22 20 20 20 20

増減数 -１ -２ ０ ０ ０

実質公債費比率 18.6 17.9 17.8 17.9 17.9

増減 -0.6 -0.7 -0.1 0.1 ０

地方債現在高 6,300 5,937 5,570 5,143 4,765

増減 -323 -363 -367 -427 -378

①
人件費（退職手当を除く） 1,111 1,016 976 976 976

改善額 -２ 93 133 133 133 490

④
行政管理経費 733 705 655 636 633

改善額 -34 -６ 44 63 66 133

改善額 合計 623

【年度別目標】

（単位：人、百万円）
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広報つるた有料広告

公営企業経営健全化計画の概要（下水道事業会計）

【計画期間】
平成19年度から平成23年度（５か年）

【基本方針】
適正な料金設定と加入率向上による使用料の増収を図るとともに、公債費の平準化およ
び維持管理費等のさらなる縮減により経営健全化を目指すものとする。

【財務上の特徴】
当町の下水道普及率は、平成18年度末現在で68.1％（全国平均82.4％）であり、多く
の未普及地域を抱えている。そのため、投資に係る経費に多額の資金を要しつつ、普及率
が低いことからくる料金収入の伸び悩みにより経営が困難な状況となっている。また、処
理区域拡大中であることから、平成18年度末の水洗化率は53.1％と低迷しているが、平
成23年度で建設事業が一段落するため、平成24年度以降は順調に推移するものと見込ま
れる。

【財政健全化における主な課題と取り組みおよび目標】

課　題 取り組みおよび目標

①経営効率化や料金適正化によ
る繰越欠損金の解消等

平成22年度から農業集落排水施設使用料の単価
が150円となるよう検討している。

②一般会計からの基準外繰出し
の解消等

年間約20,000千円程度の資本費平準化債を発行
し、一般会計繰入金の抑制に努める。

※詳細については、町ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。
http://www.net.pref.aomori.jp/tsuruta/

財政健全化計画等を公表します


